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プライバシー権に関する国連特別報告者ジョセフ・ヶナタッチ氏が

共謀罪法案について懸念を表明

日本政府に対する質問状について記者会見を行います

1 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月 18日 、

共謀罪 (テ ロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権 と表現の自由を制約するおそれ

があるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付 し、国連のウェブベージ

で公表 した。

書簡の全文は次のURL先で閲覧できる。

http1//w¬ЛⅣ ohchr org/DoOuments/1ssues/Privacv/OL_IPN pdf

2 書簡では、法案の 「計画」や 「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言が曖味で、恣意

的な適用のおそれがあること、対象 となる277の 犯罪が広範で、テロリズムや組織犯

罪 と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘 し、いかなる行為が処罰の対象 となるか

が不明確であ り刑罰法規の明確性の原則に照 らして問題があるとしている。

さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘 し、 日本の法制度におい

て、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、ナ

ショナル・セキュ リティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立 した機

関の設置など想定 されていないことを指摘 している。

また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督 として十分機能 していないとの事

実認識を示 している。

その うえで、政府に対 して、法案 とその審議に関する情報の提供を求め、さらに要望

があれば、国連か ら法案の改善のために専門知識を提供する用意があることを表明 して

いる。

3 今回の特別報告者による指摘は、 日本 も批准 している自由権規約 17条 1項及び関連

する国連総会決議に基づきなされているものである。 日本国憲法 98条 2項は、「日本国

が締結 した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするJ

と規定 していることか ら、条約上・ 憲法上の要請 として、 日本政府は、法案の自由権規

約違反が懸念 される各点について、この書簡に答えなければならない。

また、 日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠 として国連越境組織犯罪防止

条約の批准のためとしてきた。同 じ国連の人権理事会が選任 した専門家から、人権高等

弁務官事務所を介 して、国会審議中の法案について、疑間が提起され、見直 しが促 され

たことは極めて重要である。

日本政府は、 23日 にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、まず国連から

の質問に答え、協議を開始 し、そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべき

である。そ して、国連 との対話を通 じて、説明責任を果た し、法案の策定作業を一から

や り直すべきである。



4 この書簡全体の翻訳を提供 し、この書簡の持つ意味 と法案審議に与えるべきインパク

トについて解説 し、書簡でも懸念 されている「NGOに 対する監視Jの問題等について

当事者の立場から発言するため、次の通 り記者会見を開催する。多くの報道機関のご参

加を願 う。

(1)日 時 12017年 5月 23日  午後 12時 30分から

(2)場所 :衆議院第 1議員会館 第 3会議室

(3)記者会見出席者

海渡雄一 (かいどゆ ういち)共謀罪NO!実 行委員会代表・弁護士

伊藤和子 (い とうかず こ)ヒ ューマンライツ・ナ ウ事務局長・ 弁護士

芹沢斉 (せ りざわひ とし)自 由人権協会代表理事 。青山学院大学名誉教授

山口薫 (やまぐちかおる)ア ムネスティ・インターナシ ョナル 日本活動部門チーフ

小森恵 (こ もりめぐみ)反差別国際運動事務局長代行

若林秀樹 (わかばや しひでき)NANSL(秘 密保護法NGOア クションネ ッ トワー

ク)

小川隆太郎 (おがわ りゅうたろ う)ヒ ューマンライツ・ナ ウ事務局次長・弁護士

※ケナタッチ氏に記者会見向け特別lメ ッセージ (orス ヵィプ参加)を要請中

(4)配付資料

特卵l報告者による日本政府あての書簡 (英文)

上記書簡全体の翻訳

* 国連特別報告者 とは

国連特別報告者 とは、国連の人権理事会によつて、特定の問題について調査 し報告する

ために個人の資格で任命 され る独立の専門家のことである。最近では、 2016年 に日本

を訪問調査 し、 4月 に予備調査 レポー トを公表 したデ ビッ ド・ケイ表現の自由特別報告者

が著名である。

ジョセフ・ケナタッチ氏はIT法の専門家で、2015年 7月 に初めてのプライバシー権に関す

る特別報告者に任命 された。

http://ぃ、ぃ″ ohchr org/EN/1ssues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacylndex aspx

* 公益社団法人自由人権協会 (JCLU)は、今年 10月 1日 (日 )午後に一橋講堂で開催する

70周年記念シンポジウムで、ケナタッチ氏をグス トスピーカー として招聘 している。

連絡先 東京共同法律事務所 海渡・小川 (03-3341-3133)
NPO法 人 ヒューマンライツ・ナ ウ (03-3835-2110)
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国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ヵナタチ氏による

日本政府に対する質問状について (解説Ver 2)

海渡 雄一 (共謀罪NOl実 行委員会)

1 書簡の送付

国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏 (資料

3が、カナタチ氏を特別報告者に選任 した際の 2015年 3月 24日 付総会決

議である)が、5月 18日 、共謀罪 (テ ロ等準備罪)に関する法案はプライパシ

ー権 と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を

安倍首相宛てに送付 し、国連のウェブページで公表 しま した。

書簡の全文は次のところで閲覧できます。

http://m″v ohchr org/Docunents/1ssues/Privacy/OL_IPN pdf

2 特別報告者制度 とは ?(資料 1-1, 2)
特別報告者は人権侵害を調査 し、「特別手続 き」に従つて個々のケースや緊急

事態に介入するための独立の人権専門家です。特別報告者は、個人の資格で務め、

任期は最高 6年ですが、報酬は受けません。2017年 3月 現在、43人のテー

マ別、14人の国別の特別手続 きの専門家がいます (国連人権理事会のHPよ り

1)。 この特別報告者による調査 と報告、それに基づ く勧告は、人権条約機関の活

動と並んで、各国の人権政策の向上に資することを目的 としています。日本政府

は、いつでもこのような調査を受け入れること (standing invitation)を 人権

理事会の場で約束 しています。

特定秘密保護法の国会審議中に、ピレイ国連事務総長 とともに、国連人権理事

会に対する表現の 自由に関する特別報告者であつたフランク・ ラリュ氏が市民

の知る権利の観点か ら懸念を表明 したことがあ ります。原発事故後の健康問題

についてアナンダ・グローバー特別報告者が報告 した レポー ト、2016年 春に

来 日し、日本のメデ ィアの独立性 と表現の自由に関 して調査 し、予備的な報告を

公表 したデ ビン ド・ケイ氏などが有名です。

3 法案は、刑罰法規の明確性の原則を満た していない

この書簡では、法案の 「計画」や 「準備行為」、「組織的犯罪集団Jの文言が

あいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象 となる277の 犯罪が広

範で、テロリズムや組織犯罪 と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘 し、

l http://M″、v ohchr org/EN/HRBodies/SP/Pages/ヽVelcOmepage aspx

1



いかなる行為が処罰の対象 となるかが不明確であ り刑罰法規の明確性の原則に

照らして問題があるとしています。

4 法案にはプライバシーを守るシステムが備わつていない

さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘 し、 日本の法制

度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状

主義の強化や、ナショナル・ セキュ リティのために行われる監視活動を事前に

許可するための独立 した機関の設置など想定 されていないことを指摘 していま

す。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督 として十分機能 してい

ないとの事実認識を示 している。

5 国連から専門家の派遣が提案 されている

まさに、この法案の内容そのものが国際人権規約 自由権規約に規定された表

現の自由とプライバシー権を侵害 しているのではないか と指摘 されたのです。

その うえで、政府に対 して、法案 とその審議に関する情報の提供を求め、さ

らに要望があれば、国連か ら法案の改善のために専門家を派遣する用意がある

ことまで表明 しています。

日本政府は、この書簡に答えなければな りません。

また、 日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠 として国連越境組織

犯罪防止条約の批准のためとしてきました。同 じ国連の人権理事会が選任 した

専門家か ら、人権高等弁務官事務所を介 して、国会審議中の法案について、疑

間が提起 され、見直 しの作業が促 されたことは極めて重要であ り、法案の成立

を図る根拠が崩壊 していることを示 しています。

6 菅官房長官の反応 とカナタチ氏のこれに対する意見

5月 22日 、菅官房長官は、この書簡に関 して 「不適切なものであ り、強 く

抗議を行つている」 と記者会見で述べま した。菅官房長官は 「特局1報告者 とい

う立場は独立 した個人の資格で人権状況の調査報告を行 う立場であ り、国連の

立場を反映するものではない」「プライバシーの権利や表現の自由などを不当

に制約する恣意的運用がなされるとい うことはまつたく当たらない」との見方

を示 したとされます (資料 4 ロイター通信報道 )。 しか し、菅官房長官の意

見は、国連の手続 きの意味を理解 しない、極めて失礼なものであると言わざる

を得ません。

このような菅官房長官の反応に対 して、カナタチ氏は レターを送付 し、見解

を明らかに しま した (資料 5 資料 5翻訳 )。

その内容は、「私の書簡は、特に日本政府が、十分な期間の公的な議論を経



ずに、提案 された諸施策について必要 とされる十分な考慮も無いままに、法案

を早急に成立させることを愚力ヽ こも決定 したとい う状況においては、完全に適

切なものです。J「私が、 日本政府か ら受け取つた『強い抗議』は、ただ怒 りの

言葉が並べ られているだけで、全く中身のあるものではあ りませんで した。J

「この抗議は、プライバシー権に関する私が指摘 した多 くの懸念またはその他

の法案の欠陥について、唯の一つも向き合ったものではあ りません。J

「私は 日本及びその文化に対 して深い愛着をもつています。更に、私は 日本に

おけるプライバシー権の性質および歴史についてこれまで調査 してきてお り、

30年以上にわたるプライバシー権 とデータ保護に関す る法律の発展を追跡 し

てきたものです。私は、 日本が高い人権基準を確立 し、この地域における他の

国々及び国際社会全体にとって良い前例を示 して頂けるものと期待 してお りま

す。ですので、私が先の書簡を書かなければならなかったことは、私にとつて大

いなる悲 しみであ り、不本意なことで した。」

「現在の段階において、唯一つの望みは、 日本政府が私の書簡で触れたプラ

イバシーの権利に着 目した保護 と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入す

ることです。私が書簡にて述べま したとお り、私は 日本政府が私の支援の申出

を受け入れて下さるのであれば、 日本政府が更に思慮深い地位へ と到達できる

ように喜んでお手伝いをさせて頂きます。今 こそ 日本政府は、立ち止まって内

省を深め、より良い方法で物事を為す ことができることに気付 くべき時なので

す。私が書簡にてアウ トラインをお示 しした全ての保護措置を導入するため

に、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家 としての道に歩を進めるベ

き時です。 日本がこの道へ と進む時、私は全力を尽 くして支援す ることと致 し

ま しょう。 J

7 政府は法案の衆院採決を自制すべきである

日本政府は、 23日 にも衆議院で法案を採決する予定 と伝えられますが、ま

ず国連からの質問に答え、協議を開始 し、そのため衆議院における法案の採決

を棚上げにするべきです。 このような質問を無視 し、内容のある答えをするこ

となく、採決を強行するような対応は、 日本が民主主義国家ではないと世界に

公言するようなものです。いまこそ、私たち日本の人権NGOは 、日本政府に

対 して、国連 との対話を通 じて、法案の策定作業を一からや り直すべきである

ことを強 く訴えたいと思います。

０
つ
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The ratest annualr€pon, coiigendum of spec al procedures a.d ts

addendum wh'ch.ove6the D€rod frcm l lanuary to sl De.ember

2016, provides updared infomaton o^ the syst€m ofspecal

oroceduresas a whole and 
'ts 

achievemems, 
'ncludrn9 

racts and

rigures. Th s ye.r these ra.ts and fgu.esfom a sepa.ate

adde^dum. It I'v6 a comprehensive ovetuiew of the act v't'es

unaertaken by speoa p'ocedues n 2016, both r.divdualy and as

a syst€m, includ nq country visls
€Dorts, folow-!o activites, io'nt act o.s, development of
nternationa standards and advocacy. rhe repota so refleG the

*ork of the Coord,natio^ Comm
Esues di<ussed at the twenty second annualmeetno of speoa

Drocedures ofrhe Huma. Rrahts counci, held nGenevafrom6to

C@rer.ti.n uith the sp€.i.| prc4due. .nd ..ts of
intimid:tion..d r.prkals

Enqaqement ot ind vidua s ..d groups wth the speclalpocedures
.d b rh. f-lr rn.a o' 1er

mandares,.s estabished by the Huma. Riqhts counc'I.Iher€fore
addressinq 6cts of ntim'dato^ and.eprisa against those who seek

⊆
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United Nations Anrnc,za,,l.:;

General Assembly Distr.r Limited
24 M^tch 2Ol5

Orisinal:English

Human Rights Council
Twenly-eighth sessioD

Promotion and protectiotr ofall human rights, civil,
political, economic, socirl and cultural rights,
ircluding the right to development

Angoh,* Argentini, Austria,* Belgiun,* Bosnia rnd Herzegovina,* Brazil, Bulgaria,*
Cro,tir,* Cyprus,* Chile,* Denmtrh* Djibouti,* El Sllvador, Georsia,* Germanl,
Gre€ce,* Haiti,* Honduras,* Hungtry,* lceland,* IndoDesi!, Ireland, Italy,*
Liechtenstein,* Lrxembourg,* Mexico, Montenegro, NetherlaDds, Nicaragua,*
Nomry,* Panrma,* Prraguty, Peru,* Poland,* Portugal, Serbia,* Slovrkin,*
SloveDi&* Spain,* Stat€ ofPalestine,* Slritzerlard,* Ttjikistrn,* Timor-Leste,*
Uganda,* Uruguay,* z!mbia:* drift resolution

28/... The right to privacy in the digital ag€

The Human Rishts Corh.il.

crd.d by the purposes and principles of$e Chaner ofthe United Narions,

ReaJrru ing fte humm righls and tundamenBl freedoms enshined in the Universal

Declararion ofHuma. Righls and lelevant inlernational hunan righls lreaties, including the

Intemational Covenant on Civil and Polilical Righ6 and the Inlemational Covenanr on

Econonic, Social and Cultural RiShts,

.(e.a1lrrg the universality. indivisibilily. i.terdependence and inlerelatedness ofnll
human ishts and fundamental frecdoms,

Realtrlftins the vienna D.claration and Programme oi Action,

Reolling H\rr,an Rights Council resolution 5/l on insnution_building of the

Council, and resolution 5/2 on fie Code of Conduct for Special Procedures Mandale

Holders of th€ Council. of 18 lune 2007, and slressing that lhe mandale holder shall

discharge his o. her dudes in accordance with those resolulions ardthe annexes thereto,

Recalhng also General Assembly resolutions 68/167 of 18 December 20ll ud
69/166 of l8 December 2014 on the riSht to privacy i, the diSital age, and Human Rights

Council decision 25/l l7 on the panel on the right to privacy in the digilal age,

・
 Non― member S●te ofthc Humm Righ:s Councl

GE 15‐ 06164(E)
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■ 1506164★ 襴
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Recallihs fu het H\man Rishts Councilresolulions 20/8 of 5 July 2012 and 26i Il
of 26 June 2014 on lhe promoiion, protection and enjoyment of human righls on the

Welco ing th. wotk of the Office of the United Nalions High Commissioner for
Human Rights on lhe right to privacy in the digital age. noting with interest its repori
thereon,r md recalling the peel discussion on the right to privacy in the digilal age held
during fie twenty-seventh session of lhe Human Rights Council,:

Taking aote of the rcpon of $e Special Rappofieur on the prohotion and protection

of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism,r ed the report of
the Specjal Rapporreur on rhe promotion and protection ofthe right to freedom ofopinion

Noting ||ith appre.iation general comment No. 16 ofthe Human tughts Comittee
on the right lo respect of privacy, family. home and correspondence. ud protection of
honour and repulation,5 wbile also .oting the vast technological leaps that have laken place

xe.alrrg that the General Assembly in its resolution 69/166 encourages the Human
Rights Council ro remain actively s€ized oflhe debare on the right to privacy in the digilal
ase, with the purpose ofidentirying and clarifying principles. sta.dards and best practices

regarding lhe promorion and protection of lhe righl Io pnvacy. and 1o consider the

possibility ofestablishing a specialproceduJe to !ha! end,

Recognizina the Aeed b tunher discuss and analyse, on the basis of inle alional
human rights law, issues relating to the promoiion and prolection ofthe right 10 privacy in
rhe digital age, procedural safeguards, effective domestic oveBighl and remedies, the

impac! ofsurveiuance on the righl lo privacy and other human rights, as well as rhe need to
examirc the principles of non-arbitrariness and lawfulness, and the relevance ofnecessity
and proporlionalily assessmenls in relation to suNeillance practices.

Reaflmins the human right to privacy. accordins to which no one shall be

subjected !o arbitrary or unlawful inrerference with h;s or her pnvacy, lamily, home or
conespondence, and the righl rc the protection of th€ law against such inlerference. and

recognizing fiat the exercise of the righl to privacy is important fo. lhe realization of the

right to freedom of expression and ro hold opinions wilhout interference and the right to

{ieedoh of peacetul assembly and association, and is o.e of the foundalions of a

Norr'ng that the rapid pace oftechnoloSical development enables individuals all over

the world to us€ new information and connunicadons technology and at the same time

e.hances the capacity of govemmenis. companies and individuals to undertake

surueillance, in!€rceprion and data colleclion, which may violate or abuse human rights, in
partiolar the righr to privacy, ar se! out in anicle l2 offte Unilersal Decla.ation ofHuman
RiShts and anicle l7 of fte Intemational Covenant on Civil and Political RiShts, and is

lherefore an issue ofincreasing cof,cem,

' NHRC/21/37.: SeerHRC28/39.
3 N691397-
4 A,,HRc/23l40 ed cor.l.
5 Oli.ial Re.6r.ts oI the Gendol AsenbLy. Fortylhird S*sior. Supptenent Na. 40 1N43140J,

1
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Noting also that while metadata can provide benefits, cenain t)?es of metadata.

when ag:gregaled, can reveal pereonal inlomation and can give an insight into an

individual's behaviour, social relationships, private preferences and idendty,

Enph$iziig $?n S6tes must resp€ct intemational human rights obligations
regardiflg the right to privacy when they intercept digital communications of individuals
and/or collect personal data and when th.y reqnire disclosue of personal data ftom third
panies, including private companies,

.aecarlrg that business enterprises have a responsibility to respect human rights as

se! our in the Guiding Principles on Business and Human Righ6. Implementing th€ United
Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework,

Deeply coacened ar the negative impact that surveillance and/or inrerception of
communicarions. including exrraEritorial surveillance and/or interception of
conmunicadons, as w€ll as ihe collection of personal dala, in particular shen caried oul
on a mass scale, may have on the exercise and enjoyment ofhuman rights.

Nating wuh dep .oncern that, in many countries. persons and organiztions
engaged in promotins and d€fendins huftad rights and tundamental fr€€doms frequendy
face threats and harassment and sutTer insecuriry, as well 6 unlawtul or arbitrary
interference wirh theirright to privacy as a resultoftheir activities,

,vorirg that, while concems about public secuity may jusdry fie galhering and
prolecrion of c€rtain sensilive infomation, S1at.s must ensure full compliance with fteir
obliSarionsunderintemational human rights law,

Noting also in that respect rhat fie prevention and suppression of leEorism is a
public interest of greal importance. while reaffrming thal States must ensure that any

measures Bken to combat terorism ate in compliance with thei. obligalions under
iniemational law, in particular i.temanonal human ri8hrs, retu8e€ and humanitarian law,

l. Re4firas the right to privacy. accordins to which .o one shall be subjected

10 arbitary or unlawtul inlerference wnh his or her pnvacy. family, home or
corespondence, and the right to the proteclion of the law again$ such interference, as sel

our in anicle 12 of ihe Universal Declaration of Human Righls and article 17 of the

lntemational Covenan! on Civiland Political Righls;

2. Re@gnires lhe global and open .ature of the Intemer and the rapid
advancemenl in infomtion and comftunications lechnology as a driving force in
accelerating proSress lowards developmebt in its various forms;

3. -4llifts that (he same rights thal people have offline must also b€ proEcted

online, including the right to privacya

4. De.rdes !o appojnl. for a period of thee years. a special mpponeur on $e
right m privacy, whose tasks will include:

(a)

chanenges in relation lo the right to pivacy and tO make reco nnlendatiOns to ensye its

prOtectlon, lncluding in connectlon 、″lth the chanenges arising F10m ne、 v

To gather relevant infomarion, includi.g on intemational and national

ence. lo

es:

[。ms胤ェ ICieS,prOgram nes and■llds,regiOnal human

■ghs mechaisms,nalond human■ ghts h,imbns,6宙 l sodeり orgm2■6nS,the

p■vae sector.hch6ng buSness enteⅢ Ses、 md any Other κにvmt stakehddrs or parlに 、

,
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(c) To identry possible obslacles lo the

【

and

to idef,tiry. exchanse and pnncip st practices at the national.
and intemalional levels.

enges arising

h● C●」d agヽ

(の  TO panicipate in md cOnけ ibute tO relevmt inicmational conferences and

tO the mandate:

e)To r“ se ttareness Of motl

, including with a view ro

been violated with access lo effective , consisrent wilh inremational human

obliBationsi

challenges arising from new technoloSi.s. and to draw the anenlion ofthe Council an? iht
United Nations High Commissioner for Human Rights !o situations ofpanicularly serious

concem;

(r) To submit an annual rcpon to fte Human Righls Council and rc the General

5. /avirer rhe Special Rapporteur to include in the first repolt considerations that
the mandate holder finds releva.t to address the riaht to privacy in !h€ digital age;

6. Calh apok all Sdres to cooperate lully wilh and assis! the Spec ial Rapporteur

in the performance of the mandar€. including by providing all necessary information
requested by him or her, to respond prompdy !o his or her urgmt apPeals and other

communications. to consider favourably lhe mandate holder's requests lo visil th.ir
countries and to cotrsider implementing the recorunendatioff made by fte mandate holder

7. Encourages all relevaf,t stakeholdere, including ihe Uniied Nalions and its

asemies, programmes and tunds, resional human righis mechanisms. national human riShts

instituiions, civil society aod lhe private sector Io cooperate tully ,ith the Special

Rapponeur lo emble the mandate holder to fulfil fte mandate;

8. Reg ?s/J the Secr€tary-General and the High Commissioner to provide the

Sp€cial Rapponeur with all lhe human and financial resources necessary for the effective
tuIfi lmenr of the mandate:

Hem
9. De.ides to continue ils consideration of the matter under rhe same agenda

?

(, To integEr. a gender perspective throughoul the work ofthe ma.date;

(g)  工o rep。
“

on aneged v101■10ns tvhe ever lley may occur,oF the right to

nvacy,as set out h arlde 12 ofthe Universd DechaJon of Httan Rlghls and ttlde l′

offte Intematioral Covenant oh Civil and Political Rights, including in connectioN-
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[東京 22日  ロイター]‐ 菅義偉官房長官は22日午前の会見で、人権状況などを調

査 監視する国連特別報告者が「共謀罪Jの趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプラ

イパシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことにつ

いて、「不適切なものであり、強く抗議を行っている」と述べた。

菅官房長官は「特別報告者という立場は独立した個人の資格で人権状況の調査報告を行う

立場であり、国連の立場を反映するものではない」と強調。「プライバシーの権ホリや表現の

自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまつたく当たらない」との

見方を示した。

報道によると、国連特月1報告者で「プライパシー権」を担当するジョセフ カナタチ氏は 1

8日 付の書簡で同法案について「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と指

摘。「法案の成立を急いでいるため、十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を

及ぼす危険性があるJと している。

菅官房長官はこの書簡に対し「政府や外務省が直接説明する機会はない。公開書簡で一方的

に発出した。法案は 187の 国と地域が締結する条約の締結に必要な国内法整備だ」と反論

した。

(石 田仁志)

じ^



プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジ ョセフ・ヶナタッチ氏

共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳 (5月 22日 改訂版 )

翻訳担当 弁護士 海渡雄―・木下徹郎・小川隆太郎

(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)

国連人権高等弁務官事務所

パ レスデナシオンズ・ 12Hジェネバ 10、 スイス

TEL : + 41229179359 / +41229179543 ・ F怒 : +4122 917 9008 ・ E―Mall :

srpnvacy@OhCllr org

プライバシーに関する権利に関する特別報告者の任務に基づ く照会

参照番号 JPN 3/2017

2017年 5月 18日

内閣総理大臣 閣下

私は、人権理事会の決議 28/16に 基づき、プライバシーに関する権利の特別報

告者 としての私の権限の範囲において申し述べます。

これに関連 して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案 された法案、い

わゆる「共謀罪」法案に関 し入手 した情報について、閣下の政府にお伝え申し上

げたいと思います。もし法案が法律 として採択 された場合、法律の広範な適用範

囲によつて、プライバシーに関する権利 と表現の 自由への過度の制限につなが

る可能性があ ります。

ス手 した億穀にま クますと次の勤 められ ます f

組織的犯罪処罰法 の一″をI‐
~ナ

ろを表 いわゆろん 鶏 魏 嘆 プ 2θ″ 年

J虎 ノβ″′本政府 こヽまって国会だ提出 され まιん



改正案
`ま

、組織的犯罪処罰 %%条 t機的な殺人事のテ″ソの範囲を大

幅に拡大九 だ とを″奏したとされていま九

ヂ″ちの改正案の翻訳/c寸 ると、新 レ 礫力 ″∽ まス 才 クまた

`条
″ ′ル な 集団そのをの組織的犯罪集団′蹴 る実行準備行為多 彩 重大犯

罪な の計同

脅 匈 秘 移 罪 /‐
‐F/_笏 行為 ξ オ′ノズス集団そのをの組織的犯

罪集団(団体の うち、その結合関係の基礎 とιでの共同の晟物 i勢■表第二だ

ガ売 罪を実″することにあろうのをいう。な おいで7の の団体のだ

動とιζ 当該行為多彩〃%ためか組織によ%計力 ろうのみ 察 認 二人

次上 で計画 ″略 笹 、その計画を ι/_考のいクツ 荘 よクその計画tこどづき

資金又′ま物品の手凛 魔施 蒻診 蒻 そのをの計画を ι/_犯罪を実″ナろ/_‐

めの準備行為瀦 7カ たときな、当該各;だ定める刑■こ処する。/_だ ι、実

″だ着手する読■こ′まι/_者|ま、その隆物を し、ズ|ま免除%。

さらにこの虹 案tこまつて、′リグ寿ィンで新ただ 277種類の犯罪の共謀罪

″ゞ処夕の対象 tこヽ わ ることだな クまιん ン 薦 ′ごと″の重昇夕部分が

=り
表だ委ねられつ る ために,市民や議 家 こヽとつて法のし

"の
実際の範

″を理解ナるこ″ っゞg雄 であることか懸念力ゞされていま九

カロえζ 筋

“

/ム 森林保護区域内の林業製品の盗難を翅罰ナろ森林法

夕 潮 条t許 7を受ゲないで重要な文イヒ財を輸出 ι/_‐ ク″蒙 ιたクする

ことを禁ずる文′Z″深議羨″′93姿、′95条、″ ′96条、著夕をβ事を禁ヂ

る著作権法 ″9条なと 組織犯罪やテ″ノメ/・ 夕ま全く″ど艦の/A・ いまラ

|こ見える犯罪 |こ対 しても新法力=適用されることを認めていま九

新″黛んム 国内法を ′冒身を越え /_‐組織犯罪だ″ナる国題約御 |こ適合さ

ま テ′との 数 だ荻 ク″な国際社会を支援九 定 とをβ″とιて提出され

/_‐ されま九 ιか し、この追カロ立法の醜雅鑑 必ヨ 笙だついて′ま疑周力`あ

クま九

笏はは、新法案tこ基づき捜査多 笏 対象を、′テ′集団を含む組織的犯罪

集団」が %釣 ″蘭与ナると予想される犯罪 /ご顔広されると主張して″ぼ 九

ιかι、 ′雅縦″〃霧 動 の議 /まん然とιてお ク、ア′組織
=こ

″ら″,

た〃庁議 ているとなけ ません。



紙た な法案 の適用範囲が広 ク療 だ鮮 物 捏 され し )る こと79‐ガ ιて、タ

府当局″、懸た な′鋳紫 で
`ま

捜査 を諷撮 するための要件 とιて、対象 とされた

活動 の実行力ゞ 計画■ され ろ/_‐ lア でな ぐ、 砕 笏 π 初 が′テわれ ることを要

求 していると強調 ιていま九

ιか ιな″ゞ ら、 計画 Jの呉本的な定義 7m―っぃて十分 な説ル 嫁 く、砕 稼

行為ノな若菊 で禁上 され る行為 の範囲 を現確 tこする位 あ ま クに 6曖妹な〃

冷 で九

これに動 ナベま彫 会としてを、そのよ うな ″滋の ど 留動形霧力 のタ

を

`範
囲 を立証 ナタ _‐ めた″、論理的 |こ″、起訴 された者に対 ιζ こ訴tこ

先立 ち″当程度の監視がな 材 必 こと7_なろと想定 され ま九

このよ うな監視 の′ク 予ゞ測 され ること″)ら 、プライノシ ーど監視 だ〃

ナろ′本のを摩tこ定め られ ている″膠妥 鋭 珍 物 を ク方癖 魏 諸 な りま九

ⅣεO、 物 c‐国家安全緯 こヽ″ ナろ機密をの高い分野 で活動 するⅣ60
の業務′こ及 |ゴす法″の潜在的影響●こついてもぶ 舘 れ ていま九 政府tま、タ

奮劾 翡 が この分野 |こ影 響を妥 |ます こと″ゞないと縦 ク返 ιているよ うで九

ιか ι、 ~組織的犯罪集団」 の定義 の曖味 さ″ヽ 夕れま国益 |こ反 する活動

を″つていると考え られ るNε Oだ″ する監視 などを

“

/する-7実を4
ク″テ7砦性力ゞあろι 6言われ ていま九

堤〃だ、″簾原案 の起草′輌 ナ覆 型 雄 の矢無 と、今ノ7申働 塚 を 採択 さ

れ ま うとする″ ウ 塑 勁 /‐寸 つて、十分な国民的議論 の促進カザ 物 て

いるということ力ゞ報告で強調 され ていま九

提案 された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また

他の法律 と組み合わせてプライバシーに関す る権利およびその他の基本的な国

民の自由の行使に影響を及ぼす とい う深亥」な懸念があります。

とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかとい う点について

曖味な定義になつていること、お よび法案別表は明らかにテロリズムや組織犯

罪 とは無関係 な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用 され る

危険を懸念 します。

法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定 さ

れなければな らないことを求め、 もつて何が法律で禁止 される行為なのかにつ

いて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止 される行為の範囲が広が らな



いようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極め

て広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合している

ようには見えません。

プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に

影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められて

いるとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急

がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限する

ことになります。

マンデー トは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の 5点に着目

します。

1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明ら力ヽ こする

ためには監視を増強することになる中にあつて、適切なプライバシー保護策を

新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考え

られます。

2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化する

ことも何ら予定されていないようです。

3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するため

の独立した第二者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようで

す。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する

個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。

4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があり

ます。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもな

い手段によリプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。

この懸念の中には、警察が CPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のため

に監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含ま

れます。

5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範

な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利

に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判

所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年 に行われた通信傍



受令状請求のほとん どが認められたようです (数字によれば、却下された令状請

求はわずか 3%以下に留ま ります。)

私は、提案 されている法改正及びその潜在的な 日本におけるプライバシーに

関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもり

はありません。ただ、閣下の政府に対 しては、 日本が 1978年 に批准 した自由権

規約 (ICCPR)17条 1項によつて保障されているプライバシーに関する権利に

関 して国家が負つている義務を指摘 させてください。

自由権規約第 17条第 1項は、とりわけ個人のプライバシー と通信に関する恣

意的または違法な干渉か ら保護 される権利を認め、誰 もがそのような干渉か ら

保護 される権利を有す ることを規定 しています。

さらに、国連総会決議 A7RES/71/199も 指摘いた します。そこでは 「公共の安

全に関する懸念は、機密情報の収集 と保護を正当化するかもしれないが、国家は、

国際人権法に基づいて負 う義務の完全な履行を確保 しなければな らない」とさ

れています。

人権理事会か ら与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を

解明する職責を有 してお ります。つきま しては、以下の諸点につき回答いただけ

ます と幸いです。

1 上記の各主張の正確性に関 して、追加情報およ0ツまたは見解をお聞かせ く

ださい。

2「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律Jの改正法案の審

議状況について情報を提供 して下さい。

3 国際人権法の規範お よび基準 と法案 との整合性に関 して情報を提供 してく

ださい。

4 法案の審議に関 して公的な意見参カロの機会について、市民社会の代表者が法

案を検討 し意見を述べる機会があるか どうかを含め、その詳細を提供 してくだ

さい。

要請があれば、国際法秩序 と適合するように、日本の現在審議中の法案及びそ

の他の既存の法律を改善するために、 日本政府 を支援するための専門知識 と助

言を提供することを慎んでお請け致 します。



最後に、法案に関 して既に立法過程が相当進んでいることに照 らして、これは

即時の公衆の注意を必要 とする事項だと考えます。したがつて、閣下の政府に対

し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデ

ー トのウェブサイ トに掲載 されること、また私の懸念を説明 し、問題 となつてい

る点を明 らかにするために閣下の政府 と連絡を取つてきたことを明 らかにする

プ レスリリースを準備 していますことをお知 らせいた します。

閣下の政府の回答 も、上記 ウェプサイ トに掲載 され、人権理事会の検討のため

に提出される報告書に掲載いた します。

閣下に最大の敬意を表 します。

ジョセフ・ケナタンチ

プライバシーに関する権利の特別報告者

′
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Prime Milister Shinzo Abe
Cabinet Secretariat, Governoent of JapaD

18ヽlay 2017

,

I hav€ the Lonour to address J,l)u in my capacity as Special Rappodeul on the
right to privacy, pursuan: to Hudan Rightl Couacil resotuaions 28116.

ln fiis connectiorl I would like to bring to tie ettentioa of your ExcelleDcy,s
Govemn]etrt hlomation I have received concerniag a proposed bill revising parts of
the -A.ct on Punishm€nt o, Organized Crimes alrd CoDtrol of Crime proceeds, 6lso
known as the 'anti-conspirscy, bill whic[ due to its bload scope may, if adopted into
lsw,lead to urdue rest ctions to tbe rights toprivacyand to freedom of expression.

According to the informadon received:

A bill r€vising pans of ihe Act on Punislnnetrt of Organized C mes and Control
of Crime Proceeils, also known as the.aori-conspiracy'bill was submitted bythi
Japanese Co\'emment ro the P,uliament ]as! 2l Marcb 2017.

Reportedly, the amendmeots proposed significantly expand the scop€ covercal by
A icle 6 (Preparation for organized homicide ald other o€anized crimes) oi the
taw. According to the.transiatios Eude available to us ihe new article would read
3,s:

"Article 6 : 2(l)T o or ore perlons who plan, as pax aJ activities ol aerrorist
gro ps or other organised. crinifial glaups, the cofimission of criminoJ acis Lkted in
the JbL[owing sect[ons b1 such groups, ale subject to the punithnent prcscibed in
edch of thoie sections, if any of_them have aftanged rtmds ar goadt or carried out
prelhninary inspections of lelerant locations plrsua t to the plah ar other
preparatory acts for the purpose af co niting the plamed criminal acts_ An
orga ized cim[nal group means a graup af petsoi|s whose comr4on ptrpose b to
carry out lhe cri/tes enumeroted in Appendh j. Howeyer, those who surrendet pior
to exe. ting the crine \,)ill ha'e a reduced or exenptio from that sentence."

/2



Fur'ther to this aoendment, 277 new O?es of crime would be added through tbe
"Appendix 4". Concems were raised that sr.rch aI] important part ofthe law is part
of an atlachn1eflt to the ]aw sirce it makes it much harder for citizens and experts
rc understtuiC the acnral scope oltLe provision.

AddiEonauy, appeEii\ 4 woutd pem-ir Lhe applicatioE ol la!!s for crimes which
appear to be totally unielated wilh the scope of organized crime and terrorism,
zuch as those related to A$icle 198 of the Forest Act which criminalizes fieft of
fo:estry producrs in reserved forests, Articles 193, 195 ,196 of the C.Jtural
Properties Preservarion Act which prohibit, inrer afid, exporting without
pemdssion and destroying important cult$al proper.iies, and Article 119 of the
Coplright Act, vhich prohibits violations ofcopyrigits.

Reportedly, the bill was submitted with ihe aim of adapting latiooa.l legislatior ro
the Udted NatioN Convedtion o11 Tm.:lsnatiotral Organized Crime, slpporting the
intematioraL cornrounity iD ils efforts to combat te1Torism. Yet, questions vere
raised on the peltirrence aEd Decessity ol this additioual legislarion.

Reportedly, the govemmetrt alleged i-hat the targeas olinvestigations to be ptlsued
because of ihe new bill would be restricted to crimes in which an "organized
crime group including rhe terrorism gmup" is realistically expect€d to be
involved. Yeq the deliction ofuhat an "orgeaized criminal group" is vague ard
oot clearly lirdted to telaorist organizatioDs. lt was fu4her srressed that au onties
rvhm questioned on the broad scope ofapplication of the new nonn indicated that
the new bill requires not on y "plandn€" to conduct the actilities listed btlt a]so

taking "prepamtory actions" to trigger invesligations. Nevertheless, there is no
sufficienr clarit-icaiion on the specific defioirion of "plan" atrd "preparatory
actions" aie too vag,Je to cLarify fie scope ofthe proscribed conducts.

Additional concedis indicate nl1at ir order to establish the existence and the extent
of such "a planning" and "preparatory actions" it is togical to assume that those
charged would have had to be subjecied to a considerable level ot' surveillance
beiorehand. This expectation of intensified surveillancg calls into question rhe

safeguards and remedies exisiing in Japanese law wilh regard rc privacy and
surveiihnce.

Concerns were also rajsed on the poten-tial impact ofthe legislation in the ri/ork of
non-Goveumertal Organizations, especially those working in scnsitive areas for
national secudty. 'lhe govenrment allegedly reiterated that the [orm application
would not affect this sector. Yet, it was alleged tha! the vagueoess i.o the definition
of "organized criminal goup" could still create the opportunity for legitimizitrg,
for example the surveillance of NGOs consideted to be acting against natioml
interest,
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Finally, reports underline the lack oI farsparency alDund the &afting of the
original &aft afid lhe prcssure of the Govemment for the rapid adoplion of the law
duing the current month, undemriniag the promotion ofade{uate public d€bares.

Serious concem is expressed that the proposed bill, in its crfient form and in
combination {,ith other iegislation, f)ay affect the exercise ofthe right to privacy as welJ
as other lundamental public freedoms given its poienlial broad application. In panicular I
am conceroed by the risks of arbitrary application of this legislation given the vague
defrnition of what would constitute the "planning" and the "prepamtory actions" and
given the inclusion ofan overbroad mnge ofcrimes in the Appendix which are apparently
uuelated io terrorism and organized crime.

The principle of legal cerrainty requires that criminal liability shall be limited ro
clear afld precise proyisioos in the law, ensuring reasonaLle notice ofwhat actions the law
covers, without unduly broadering the scope of the proscribed condncts. The "anti-
conspiGcy bill" in its crur:ent form does not appeax to conform to this principle given that
its vague and subjective concepts could be ioterpreted very broadly and lead to legal
uncertainty.

The right to privacy appears to be particulady affected by the possibilily ofbroad
appi.ication ofrhis law. Fufiher concem is expressed that rhe allegedly expedited process
used to push dmft law may have a derimental impact on human dghts since the fast-
tracking of legislative procedures. unduly limit broader public debate oD this crucial
matter. Iive specific areas of my mandate's conccm fbcus on the absence of privacy-
relevant salegutuds and remedies:

1- Our ioitial assessmett of tle current drall would suggest that ihe ncw larv
or accompanying measures .would not intrcduce any ne*' additionai
spelific a icles or provisions whiah would establish applopriate
safeguaxds lbr privacy in an enviroruDent where increased surveillance
would be required to estabLish the existence of an offence under the new
proposed antilerror law.

2. As l.al as knowledge in the public domain permits us to establish, there are

also no plans to either reinforce ex-aflte warants for the caryyilg out of
suneillan.e:

3. There seem to be no plans to establish a statutory independent body in
order to pre-authorise the canying out of sun'eillance lbr national security
pulposes. This suggesls that the establishrnent of such vital checks romains
at the discretion ofthe specific agencies cArrying ou! the opedtions.

4. Additionally, there are collcems about lhe oversiglt of the opemtions of
law enforcem€nt and security and intelligence services especially irsofat
as their activities are compliant or the extent to which they ulay inierfcre
with the right to privacy through methods which me neither necessary nor
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proporlionate in a democmtic society. A sub-set of ihese corcems is the
qualiry ofjudicial oversight and review whetr police request surveiuarce
measures in otde! to carry out obseryations such as GPS detection or
ruoEitbrihg of activities oo elecEonic devices.

5. Corceras are raised pa.ticularly wit\ regard to the impact of rhe
appticatioD of the tree/ Dom$ on the right to p.ivacy giver the broad
opportudty tle new noro wou.ld cleate for the Police to requesl lor
waratrts to seaEh for inforEstion on suspect individuds. According to
informstiotr receivc4 courts io Japatr have to date democsEated
themselves to be extrclicly prcne !o accept warrant rcquesB: practically
all applicatioos for wirctappillg Drade by tle police were rcponedly
accedted by couts in 2015 (figures made available to us suggest thet
apororimately ooJy 3% or less of all raquests for waEaDts were rcjected).

Wbile I do not wish to prejudge rhe acculacy of rhe informarioa on the proposed
law relornrs and their potetrtial impact ofl fie right to privacy in Japan, I would like to
&aw the attention ofyour Excellency's Govemme to the obtigations regarding the right
to privac,v, established by the InteflatioMl Covenan: on Civil and Political fughts
(ICCPR), which Japan ratiJied in 1978, Anicle 17( l) of the ICCPR provides lor the righrs
of individuais to be protecteq inter alia, against arbitary or urlawfrl interference wili
their privacy and corespondeDce and provides rhat everyooe has the aight to the
protection ofthe law agaimt such interletence. Fu'fiermore, I would also like to call lour
Covernment attetrtioa to G€neral Assembly resoludon ArX-ES,'?11199 where States note
that '\,hile conceins abour public secr:rily may justlry the gathering and prorecCou ol'
certain sensitive information, States must ensue full compliance with their obligations
under in:emational human righ6 16w."

As it is m] respoDsibility, under the mandates provided to me by the Human
fughts Council, to seek to clarily all cases bro[ght to lry attentioD, I would be grEteful
for your observadoor on the followidg ma$ers:

l. Ptease provide any additional informarion and/or comrnent(s) you may
have oE the accuacy ofthe above-mentioned allsgations.

2. Please provide idolmetiotr on &e sbhls ol the bill revising parts of the
Act on Punishment of Organized Crimes aod Control of Crime
Proceeds

3. Please pmvide informatio! on the compatibility of the drsft lall/ with
htemational human rights norms and stsDdards.

Please provide details on the oppofiutrities for public pafiicipation
iircludiog whctler civil socicty representativex, will have an opporturity to
review the d-ra-ft law and provide cottur€nts thereou.

4



If tequested, I would be honored to plovide any expertise and coursel on the
mafter to supporl the Japanese govenrmetrt in order to iEprove the pending legislative act
as well as othcr existirS legislation in Japatr as appropriate and requircd by the
intematioial legal order.

Fi!6Uy, in light of the advanced sta8es ol the legislative procqss, in my view,
these are matters waararting ifimediate public attention. Therefore, I would like to
inform your Excellency's Goveroment that this coomunication will be made available to
the public and posted on the websitc page for the mandate of the Special Rapporteur od
the right to privacy and I will prcpare e press rclease explaining my concems and
indicating that we have beeo in contact wilh your Government to clarify the issues in
qucstion.

Your Excellency's GoverNDent's tesponse will also be made available on the
same websile as well as in a report to be prcsmted to the Humatr fughts Council for its
oonsideration.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest considemtion.

Joseph Cannataci
Speoial Rapporteur on the rig[t o privacy

|
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Response to the statement of the Chief Cabinet Secretary

Joseph Cannataci

My letter was completely appropriate and especially in the context where the

Japanese Government unwisely decided to ram this legislation through without an

adequate period of public consultation and debate which would have permitted

adequate consideration of the measures proposed. It is my duty as Special

Rapporteur to make recommendations on national legislation and respond to

information receivedi my letter was the best way to fulfil my duties under the

circumstances.

The "strong protest" received from the Japanese Government was just angry words

but no substance. It did not contradict my letter on one single point of substance. It

did not address even one of my many concerns about privacy or other defects. On

receipt of the protest, in the morning of Friday I9" May, I made the following offer:

" Should the Government of Japan wish to provide an official translation and indicate

where. within that law, or indeed within any other existing law or contemplated in

accompanying measure, the new law includes or is covered by remedies and

safeguards for the protection of privacy equivalent to those indicated in his letter I
would be pleased to publicly withdraw that part of my letter which is proven to be

inaccurate." The Japanese Government has, so far, proved incapable of sending

anything which contains substantive responses or corrections so, unless and until I

will be corrected on any point of fact. I stand by ever single word, full stop and

comma of what I wrote to Prime Minister Shinzo Abe. There is absolutely no

justification for the Japanese Government to behave in this way and push through

seriously defectlve legislation in such a rush.

In its protest the Japanese Government re-iterated its oft-made claim that it needs

this legislation to be able to ratify the United Nations Convention against

Transnational Organized Crime ahead of the Tokyo Olympics 2020. That is no

excuse to try and pass a bill without adequate safeguards for privacy being in place.

It would have been perfectly possible to draft legislation which permits Japan to

accede to this UN treaty while also taking the opportunity to become a leader in the



protection of privacy and other fundamental human rights rather than legislate in a

way where such safeguards are conspicl.rous by their absence.

Ihave a deep affection for Japan and its culture. Moreover, I have investigated the

nature and history of privacy in Japan and followed the development of privacy and

data protection law in that country for more than thirty years. I expect Japan to sot

a high stahdard and give a good example to other countries in the region as well as

globally, so it is with great sadhess and reluctance that I had to write the letter you

refer to.

At this stage one can only hope that the Government of Japan will take heed and

introduce the privacy-focused safeguards and remedies that I have mentioned in my

letter. As I have said in that letter, I would be very happy to help the Government of
Japan arrive at a more sensible position should it wish to take me up on my offer of

assistance. This is the time for the Government of Japan to sit back for a minute,

refleot, realise that it can do things in a better way and then proceed to behave like a

world-class democracy by taking the time necessary to introduce all the safeguards I

have outlined in my letter. If and when it does so I will be there to support it every

steD of the way.



t´ンタ 嗣次

2017/5/22

官房長官の声明に対する反論

ジヨゼフ・カナタチ

私の書簡は、特に日本政府が今回の法案を十分な期間の公的議論 (puЫぉconsuに a●on)

を経ず、提案された諸施策について許容される十分な考慮も無いままに、法案を早急に成立

させることを愚かにも決定したという状況においては、完全に適切なものです。

私が日本政府から受け取つた「強い抗議」は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全

く中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的内容について、1つ

の点においても反論するものではありませんでした。この抗議は、プライバシー権に関する私

が指摘した多くの懸念またはその他の法案の欠陥について、唯の1つも向き合つたものでは

ありません。

私はその抗議を受けて、5月 19日 (金 )の朝、次のような要望を提出しました。「日本政府に

は、法案の公式英語訳を提供することが望まれます。その上で日本政府には、当該法案のど

こに、どの部分に、あるいは既存の他の法律のどの部分に、新しい法律が、私の書簡で示唆

しているものと同等のプライバシー権の保護と救済が含まれているのか又は他の法律により

カバーされているのか示して頂きたいです。私は、私の書簡の内容について不正確であると

証明されれば、当該部分については公開の場で喜んで撒回致します。」

日本政府は、これまでの間、実質的な反論や訂正を含むものを何一つ送付して来ることが

出来ませんでした。いずれかの事実について訂正を余儀なくされるまで、私は、安倍晋三内

閣総理大臣に向けて書いた書簡における、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し

続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押

し通すことを正当化することは絶対に出来ません。

日本政府が、その抗議において、繰り返し多用する主張は、2020年の東京オリンピックに

向けて国連越境組織犯罪防止条約を批准するためにこの法案が必要だというものでした。

しかし、このことは、プライバシーの権利に対する十分な保護もないこの法案を成立するこ

とをイ可ら正当化するものではありません。日本が国連条約に批准することを可能にし、同時

に、日本がプライバシー権及び基本的人権の保護の分野でリーダーとなる機会を付与する法

案 (それら保護が欠如していることで日本を目立たせる法案ではなく)を起草することは確実

に可能です。



私は日本及びその文化に対して深い愛着をもつています。更に、私は日本におけるプライ

バシー権の性質および歴史についてこれまで調査してきており、30年以上にわたるプライバ

シー権とデータ保護に関する法律の発展を追跡してきたものです。私は、日本が高い人権基

準を確立し、この地域における他の国々及び国際社会全体にとって良い前例を示して頂ける

ものと期待しております。ですので、私が先の書簡を書かなければならなかったことは、私に

とつて大いなる悲しみであり、不本意なことでした。

現在の段階において、唯一つの望みは、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権

利に着目した保護と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することです。私が書簡にて

述べましたとおり、私は日本政府が私の支援の申出を受け入れて下さるのであれば、日本政

府が更に思慮深い地位へと到達できるように喜んでお手伝いをさせて頂きます。今こそ日本

政府は、立ち止まって内省を深め、より良い方法で物事を為すことができることに気付くべき

時なのです。私が書簡にてアウトラインをお示しした全ての保護措置を導入するために、必要

な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に歩を進めるべき時です。日本がこの

道へと進む時、私は全力を尽くして支援することと致しましょう。
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官房長官の声明に対する反論

ジョゼフ・カナタチ

私の書簡は、特に日本政府が、提案された諸施策を十分に検討することができる
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分野でリーダーとなることを可能にする法案(それらの保護措置が欠如していること
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は、日本が高い基準を確立し、この地域における他の国々及び国際社会全体にとっ

て良い前例を示して頂けるものと期待しております。ですので、私が先の書簡を書か

なければならなかつたことは、私にとって大いなる悲しみであり、不本意なことでした。

現在の段階においては、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着

目した保護措置と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することを望むばかり

です。私が書簡にて述べましたとおり、私は日本政府が私の支援の申出を受け入れ

て下さるのであれば、日本政府が更に思慮深い地位へと到達できるように喜んでお

手伝いをさせて頂きます。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、より良い方

法で物事を為すことができることに気付くべき時なのです。私が書簡にてアウトライン

をお示しした全ての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の

民主主義国家としての道に歩を進めるべき時です。日本がこの道へと進む時、私は

全力を尽くして支援することと致しましょう。
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「テ ロ等準備罪」法案に反対する声明

1 報道2に よれば、日本政府は、犯罪を計画 した段階で処罰する「テロ等準備

罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を今通常国会に提出する準備を してい

るとのことである。国際人権 NGOヒ ューマンライツ・ナウは、同法案につい

て市民の内心の自由、プライバシー権、政治的意見の自由、表現の自由、結

社の自由を脅かす ものとして深刻な懸念を表明する。

2 同法案について、政府は、処罰対象を、重大な犯罪の うち 「組織的犯罪集

団の関与が現実的に想定される罪」のみに限定 したとするが、その数は合計

277種 類にも及ぶ とされる。法案は、共同の 目的が犯罪の実行にある「組

織的犯罪集団Jの活動 として、その実行組織によつて行われる犯罪を 2人以

上で計画 した者の誰かが資金や物品の手配、関係場所の下見、「その他Jの実

行準備行為をしたときに処罰すると規定する。法定刑は最大で懲役 5年であ

るとい う。

3 政府は今回の法案の目的を、国際組織犯罪防止条約の実施、ひいてはテロ

の防止にあるとし、新設 される犯罪を、過去 3度世論の強い反対により廃案

となつた 「共謀罪」 とは異なるとして 「テロ等準備罪」 と呼称する (も つと

も、法案にその名称は使用されていない)。

しか し、そ もそも国際組織犯罪防止条約はテロ防止を目的とするものでは

ない。同条約は、「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」

(5条 )の国際的犯罪集団による犯罪を防止することを目的 としてお り、国

連の立法ガイ ドでも、 日標が純 lttに 非物質的利益にあるテロ組織は原則 とし
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て対象 とならないことが明記 されている (26項 )。

また、法案 自体には、「組織的犯罪集団」の例示 として 「テロリズム集団」

とい う用語は使用されているようであるが、テロリズムの定義規定は無い。ま

た、犯罪の構成要件 となる「組織的犯罪集団」の定義 も曖味で、テロ組織に限

定されているわけではなく、政府統一見解によれば、NGOや労働組合などの

非テロ組織であっても当局が団体の性質が変化 した と判断すれば、捜査・処罰

の対象 となりうるとのことである3。

4 同法案は、未遂罪はおろか予備罪す ら未だ成立 しえない 「犯罪の合意 (話

し合い)Jと い う行為について、「組織的犯罪集団Jな どの曖味な構成要件に

よつて既遂犯の成立を認めている点において、国家の刑罰権を大幅に強化す

るものであり、その恣意的な行使により市民の内心の自由及び表現の自由等

に対する侵害のおそれを飛躍的に高めることが懸念 される。

5 特に市民社会にとつて深刻な点は、同法案は国家の刑罰権の強化 と同時に、

刑罰権行使の前提 となる国家の犯罪捜査権限をも大幅に強化するとい う点で

ある。 この法案が成立すれば、「テロ防止」といった名 日で、当局が必要に応

じて、捜査対象を恣意的に拡大することが可能になる。

政府は、NPO法人は対象外 とするが、組lit的犯罪集団の定義があいまいで

あるため、i,民の活動に対する介人の日実とな りかねず、結社の自由を侵害す

る結果 となる危険性があ り、同時に、深亥1な萎縮効果をもたらしかねない。

今 日、人類は戦争や貧困、差別等の深刻な人権課題に直面 しているところ、

NGO等 の市民社会はこれ らのグローバルイシューに取 り組むために、国境を

越えて協力 し合い活動 している。

現実として NGOは 、草の根の活動に従事するとい う性質上、現地政府 とは

異なる立場で活動を行 う傾向にあり、そのため、現地政府から敵視 され、ある

いは非合法化 されることも少なくなく、国家のall圧による市民社会のスペース

の縮小化が国際的にも重大な懸念事項 となっている。

同法案は、国際的な規模で広がる NGO同士の連携に対 して、現地政府の敵

対組織あるいは非合法組織 との協力関係であると問題視 し、国外の「テロ行為」

に関与 した疑いがあるとして監視の対象 とする傾向に拍車を掛けることにな

りかねない。「犯罪の合意」 とい う行為を捜査するためには、当該団体の内部

の協議の詳細を調査する必要があり、通信傍受により団体関係者の通話や メー

ルの内容が全て監視対象 とされるおそれが高い。そのような環境では、当事者

の立場か ら政府 と異なる形で公益を追求するNGOがその役害1を果たす こと

は不可能であり、市民活動は萎縮 し、市民の政治的意見の自由、表現の自由、

結社の自由を侵害することになることは明自である。
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6 このように共謀罪は、 日本国憲法が 13条、 19条、21条、さらに日本が批

准 している国際人権条約である自由権規約の 17、 18、 19、 21、 22条に保障

される、内心の自由、プライバシー権、集会・結社・表現の自由に抵触する

ものである。

ヒューマンライツ・ナウは、日本政府に対 して、恣意的な捜査及び処罰によ

り市民の表現の自由等を侵害するおそれの高い「テロ等準備罪」を新設する組

織犯罪処罰法改正案を閣議決定 しないことを強く求める。

テロリズムに対 しては、 日本が既に批准する 13のテロ防止関連諸条約4

(「航空機内の犯罪防止条約」、「航空機不法奪取防止条約」、「民間航空不法行

為防止条約」、「国家代表等犯罪防止処罰条約 J、
「人質行為防止条約 J、

「核物質

及び原子力施設の防護に関する条約」、「空港不法行為防止議定書 J、
「海洋航行

不法行為防止条約」、「大陸棚プラッ トフォーム不法行為防止議定書」、「プラス

チ ック爆薬探知条約 J、
「爆弾テロ防止条約 J、

「テロリズム資金提供防止条約 J、

「核テロリズム防止条約」)及びその関連で既に整備が完了 した国内法を適切

に適用・実施することで、市民の安全確保を行 うべきである。
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「怪 しいと目をつけただけで捕まえる」

2017年 5月 15日

公益社団法人自由人権協会

代表理事 喜 田 村 洋 ■

同  紙 谷 雅 子

同  芹 澤  齊

同  升 味 佐 江 子

こ とは許 され ない

私たち公益社団法人自由人権協会 (」CLU)は、共謀罪 (テ ロ等準備罪)の創

設に反対 し、廃案を求める。

すでに国会審議で明らかなように、提出者である政府を代表する法務大臣自

身が、この法案についての基本的な事項に関する質問に対してきえまともな答

弁ができない状況である。これは、そもそもこの法律を作る必要性 (立法事実)

や法律の決め方 (構成要件)自 体があやふやであることを示 している。なぜこ

の法律が必要なのか、どういう人を処罰 しようとするのかを、大臣が理解 し説

明することができないのであれば、一般の市民にはまったく理解できない。そ

のような法律によつて、市民を処罰 しようとすること自体が許されない。

また、この法案は、成立すれば、 日本社会を大きく変容 させることになる。

日本の刑法では 「悪いことをした」ときに処罰することを原則としてきたの

に、この法案はこの基本原則を根本から覆すことになる。悪いことを実際にし

ていなくても、「悪いことをしようと相談 しているらしい」という段階で、警察

に捕まる時代が来るのである。日本には、苦い経験がある。1925年に作 られ 1928

年に重罰化された治安維持法を根拠に、1945年までの間、「悪いことをしよう

と相談 しているらしい」とい う段階で、当時の政府や軍にとつて不都合と思わ

れた人が多数検挙され弾圧された。仕事の打ち合わせや旅行を「悪いことをし

ようと相談したJものと疑われて拘束され、さらに「相談をしたJこ とを自白

させようとした捜査機関によつて拷間された者も多く、そのために死亡した者

もいる。その暗い時代の反省から、第二次大戦後は、「悪いことをして、悪い結



果を引き起こした」ときに処罰することを明確にしたのである。すなわち、「悪

いことをしようと考えた」「話 し合ったJと いうだけでは罪にはならないが、一

部の犯罪については 「悪い結果は幸い生 しなかつたが、悪いことをしようと具

体的な行動に出たJと き (未遂)にも処罰の対象とすることにし、さらに例外

として、内乱、殺人や放火など特に重要な犯罪だけ「悪いことをしようと準備

をした」段階 (予備)で処罰の対象とすることを根本としてきた。

ところが、今回の法案は、予備にも至らない段階 (共謀)で処罰することと

し、しかもその対象となる犯罪を、軽微なものを含む膨大な数の犯罪に広げよ

うとしている。戦後 70年 もたつたから、時代が変わったからとい う理由をあげ

て、上に見た歴史の教副1を忘れてはならない。教訓を忘却すれば、過去の過ち

を繰 り返すことになる。

また、この法案のように「悪いことをしようと相談 しているらしいJと いう

段階でいろいろなるE罪について広く捜査 し処罰できるようにしようとすれば、

捜査の方法も私たちの生活を丸裸にするようなものに変えることになる。今ま

でのように、「悪いことをした」と外からわかるときだけでなく、r悪いことを

しようと話 し合つた」らしい証拠を手に入れるためには、本来なら秘密が守ら

れるはずの電話やメールでのや り取りも常に監視 しなければならなくなる。す

でに政府は、共謀罪では、事前に捜査対象者がどのようなことを考えているか

を捜査する、すなわち f心の中に手を突つ込むJ必要があることを認めている。

そうなれば、政府は―般社会における私たちの情報のや り取りを広く捕捉する

ことが必要で、メール等を盗聴・監視することは当然に想定していることが明

らかとなっている (ス ノーデンの指摘によれば、すでに日本政府はそのような

手段を入手しているとい う)。 この法律ができれば、今後は政府による監視活動

は合法的なものとなり、市民のプライバシーは丸裸とさオt、 市民が無差別に監

視のもとにおかれることになるおそれがある。

政府は、この法律が国際組織犯罪防止条約の批准に必要であり、テロ防止に

不可欠だとい う。 しかし、それは本当だろうか。法案の審議を通じてもその疑

間は全く解消されていない。必要のない法律をつ くろうとしているのではない

2



かとい う根本的な疑問を置き去 りにしたまま、テロを防ぎオリンピックを成功

させるためという掛け声を安易に受け入れることはできない。

心の中で思うのは自由であり、政府が心の中に踏み込むことはできない。思

つたことを話 しあうのも自由であり、実際に悪いことに手を染めるのでなけれ

ば、政府は、人を捕まえた り、処罰 したりすることはできない。それは、私た

ちの社会が大事にしてきた原則であり、民主主義社会の基盤である。それを破

壊する法案は、速やかに廃案とされるべきである。

3
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報道関係者各位

プレスリリース

G協嗜

2017年 5月 17日

市民社会の自由を奪う「共謀罪」に反対する国際 NGO共同声明

アムネスティインターナショナル日本およびグリーンピース・ジャパンは、国際的に市民の立場で

活動する団体として、これまで三度上程して廃案となった、いわゆる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ

「テロ等準備罪Jを新設する組織的犯罪処罰法等の一部を改正する法律案に対し、反対します。

今国会で議論されている「共謀罪J法案は、これまで与野党をはじめ強い反対を受け採択に至らな

かったものです。今回政府は、これをテロ対策であるとし、国際組織犯罪防止条約のために必要な

法案であると説明しています。しかし法律家の中には、この条約のためにテロ等準備罪を設ける必

要はないという意見もあります。この法案が成立すれば、犯罪行為を行う前の段階の準備行為だ

けで処罰することができるようになります。対象となる犯罪は、277と絞り切れておらず、さまざまな

行為が準備行為とされるおそれがあります。

私たちは、環境を守り、人権が尊重される、より良い社会を創つていくため、国際的な市民運動を展

開しています。こうした社会の実現には、政府と市民団体や活動家が、健全な関係を保ちつつ、そ

れぞれの立場から対話を進めていくことが必要です。市民団体として、政府の市民社会に対する制

約を注視し、批判や政策提言を行うことも重要な活動に含まれます。

「共謀罪」法案の説明にあたって政府は、市民団体の性質が「組織的犯罪集団」に変容すれば、対

象となる可能性があると述べています。この変容の判断は、捜査機関によつて恣意的に行われる

可能性があり、各国で、例えば民主化運動を行つたために犯罪者とみなされてしまった活動家の支

援が「犯罪」と解釈され、この法律が適用されてしまうおそれは否定できません。そうなれば、国際

社会と共に声を上げる運動への大きな打撃となります。市民団体として政府の政策を批判するだ

けでも、組織的犯罪の準備行為とみなされかねません。

また、この法案が成立することで、準備行為を把握するために当局がメールや電話でのやりとりな

どを監視していくようになることも懸念されます。私たちのような市民団体だけでなく支援者 支持者

も監視対象となる可能性もあります。そうなれば、市民活動そのものが委縮しかねません。

私たちは、以上の理由から、本法案が民主主義の根幹である表現の自由を脅かすおそれのあるも

のだと考え、強く懸念を表明し、本法案の成立に強く反対します。

く本件に関するお問い合わせ>
アムネスティ・インターナショナル日本 活動部門チーフ:山 口薫 TEL 03 3518-6フ 77

国際環境 NGOグリーンピース・ジャバン 広報担当:成澤薫 TEL 03 5338 9800

【インターネット対談イベントのお知らせ】

5月 24日 (水 )18時より、アムネスティ・インターナショナル日本の事務局長オサリバン太郎とグリ

ーンピース・ジャパン事務局長、米田祐子がインターネット対談「タイトル」を行います。当日はグリ

ーンピースのFacebookページをご覧ください。(https//www facebook com/Greenpeace」 apan/)



記者会見へのメッセージ、藤日早苗

記者会見にご出席のみなさま。

英国エセックス大学人権センターの藤日と申します。今日は記者会見の主催者の方にお声掛けいただき

なから、その場に参加できないので、書面でメッセージを送らせていただきます。

私は専門上、ジュネープの国連人権機関の会議には 15年以上前から頻繁に出席してきました。そして、

ここ数年で強く感じるのは、「日本は人権に関してとんどん心配される国になってきているlと いうこと

です。特に 2013年の秋の秘密保護法案以降、私は国連の人権専門家に日本の表現の自由などの人権状況

を伝えて意見交換する機会を多く得てきました。また人権理事会や条約機関による日本審査にも多数出

席してきましたが、日本政府の麟度は「専門家や条約機関の勧告に真摯に向き合っていないJという印

象を国際社会に与えていると感じます。

例えば、2013年 11月 に発表された表現の自由に関する国連特別報告者の公式声明や、人権高等弁務官

の勧告にもかかわらず短期間で秘密保護法は強行採決され、その数か月後の自由権規約委員会では自晨

:こ r日本は何度言っても勧告に従おうとしない。目瞭社会に対して反抗しているように見える」とまで

言われています、そして、2016年 12月 に予定されていた表現の自由に関する国連特男1報告者デビッド

ケイ氏の公式訪間は、いきなり日本政府の都合により長期の延期が (つまリキャンセル)行われました。

この時は、国連にかかわる私の周りの先生や同僚も「日本は独裁国家のようなことをした」と言つていま

した。「日本は民主国家なのに、どうして国連の人相働告にきちんと向き合わないの力」 ということだと

思われます。

そして今回は共謀罪法案に対する、プライバシーの権利に関する国連特別報告者の書簡です。これは秘密

保護法の時と同様、法案が日本が実施義務を負う人権条約に反するという、内容に関する勧告に加え、民

主国家として取るべき十分な審議を尽くさず、成立を急いているという制定過程への重大な危惧と勧告

です。政府はこの書簡にきちんとこたえる必要がありますが、現在のところ政府の対応は「抗議」でしか

なく、まつたく不適切なものであるようです。

すでにロイターなどの海外メディアは今回の書簡とそれに対する政府の抗議を報道しており、国際社会

の知るところとなつています。そして、忘れてはならないのは間もなく6月 6日 から夏の人権理事会が

始まるということです。日本は人権理事会の理事国として今年再選されたばかりです。この会期は「表現

の自由Jの議題もあり、日本に対するケイ氏の報告もありますので、必ずどこかで共謀罪とこの書簡への

政府の対応の問題は取り上げられるでしょう。

日本政府は書簡で勧告されているように、きちんと時間をかけて審議し、指摘されている懸念や勧告を真

摯に受け止め対応する必要があります。メディアの方々は、ぜひとも日本の人権や政府への国際社会での

評価に関心を持ち続けて、今回の件についても報道していっていただきたいと思います。

2017年 5月 23日  英国エセックス大学人権センター フェロー 藤日早苗



5031共謀罪法案の廃案を求める

●J/Jr/x/,8=30
●βZ谷野外音楽堂私たちは、共謀罪の成立が監視社会の幕開けとなることを危惧し、

将来に禍根を残さないため、今、共謀罪法案に反対します。

多くの市民が反対し、過去 3度も廃案になつた共謀罪法案。その共謀罪法案が 名前だ
けを「テロ等準備罪Jに変え、国会での十分な審議もなされないまま、成立しようとしています。

共謀罪は、言舌したことだけを理由として人々を取り締まるものです。この法律ができれば、会
話の内容は広く監視され 自由にモノを言えない社会が作り出されることになります。

共謀罪は、表現の自由、思想の自由を侵害し、市民団体の活動を萎縮させるものです。

自由に物事を考え 自由に意見を表明することは市民の基本的人権であると同時に 民主
主義の根幹でもあります。すなわち、共謀罪は、民主主義を破壊します。

真のテロ対策とは 様々な考え方や意見があることを理解し、民族的 文化的 宗教的な
違いを乗り越え、差別や貧困、抑圧をなくしてしくことです。「テロ対策Jを名目に異なる考え
方や意見を弾圧する今回の法案は、むしろ「テロ対策」に逆行しています。

●■催 5・ 31共謀罪法案の廃案を求める」=,メ′
::1ビ
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 ヽt´市 諄 め 菫 l、壼 待 基 日 全市民の集い実行委員会 _.亘 ξ、ス ::F魯 ″
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=h薫 燻聾軸舅多甲亜
自由人権協会 (」 CLU)
女性と人権全国ネットワーク

新聞労連 (jnpwu@m×k mesh nejp)
日本消費者連盟 (Td 03 5155 4765)
共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会

(日本民主法律家協会 Td 03 5367 5430)
共謀罪NO l実行委員会

(盗聴法廃止ネットワーク Te1 080‐ 9408‐ 0962)
戦争させない 9条壊すな!総がかり行動実行委員会

(Te1 03-3221-4668)

18:00    開  場

18:10   プレ企画

18:30    集  会

主催者挨拶 iグリーンピースジャバン

特別アビール :海渡雄―弁護士
「法案の審議をストップし、国連の問しヽこ答えよ !」

挨拶 ,国会議員
発言 :アムネスティ・インターナショナル日本

自由人権協会(JCLU)
新聞労連       ほか

υ し

この集会は非暴力です。趣旨に賛同されない方の参加、誹謗中傷はご遠慮ください。

19:45～

田


